
令和5年6月 　管理責任者

喫煙所案内図（20歳未満立入禁止）

県庁構内（駐車スペース含む。）・県庁舎・昭和庁舎は、禁煙※です。

上記案内図の【県民駐車場屋上 喫煙所】で喫煙が可能です。
※加熱式・電子たばこを含みます。

県民駐車場屋上の「利用」は、全日２２：００までです。
（庁舎への入館は２１：４５までです。）

【喫煙所利用時間】
平 日 8:00～22:00（県庁舎への入館は21:45まで）
平日以外 9:00～22:00（県庁舎への入館は21:45まで）県庁

喫煙所

喫煙所清掃のため、以下の時間は利用できません。
14:15～14:30

階段


